
2022 年 2 月 9 日 

各 位 

東京都紙商組合  

日本紙商団体連合会 

 事務局 

経済産業省【周知依頼】 大雪に対する国土交通省緊急発表 

（１０日から１１日にかけての大雪について） 

 

当団体の運営にご指導ご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。 

経済産業省より「大雪に対する国土交通省緊急発表（１０日から１１日にかけての大雪について）」の

周知依頼がありましたのでご報告致します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１０日から１１日までにかけての大雪について、先ほど国土交通省より緊急発表がございました。 

 

国土交通省は、2 月 10 日から 11 日にかけての関東甲信地方の大雪に備え、下記のとおり、ドライバ

ー等の皆様への呼びかけについてお知らせしております。 

 

※大雪に対する国土交通省緊急発表について（気象庁 HP） 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2202/09b/20220209.html 

 

関東甲信地方を中心に 10 日から 11 日にかけて大雪となる所があり、関東地方南部の平野部でも積雪

となるおそれがあります。東京 23 区では 11 日 12 時までの 24 時間で５から 10 センチの降雪量を予想

しております。 

気温が予想より低くなった場合には、東京 23 区をはじめ関東地方南部の平野部でも警報級の大雪とな

る可能性があります。本年 1 月 6 日からの大雪の際にも車両の立ち往生が発生していますので、十分に

警戒してください。大雪の場合は、不要不急の外出を控えてください。 

やむを得ず自動車を運転する場合は、ドライバーの皆様には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早

めの装着の徹底をお願い致します。また、降雪状況等により、広範囲での通行止めや、結果として、高速

道路と並行する国道等が同時に通行止めとなる場合がございます。広域迂回の実施や、通行ルートの見

直しなどの御協力をお願い致します。 

 

令和 2 年 12 月や令和 3 年 1 月 7 日からの大雪の際には、大型車の立ち往生が主な原因となり、甚大な

影響が生じています。国土交通省では、冬タイヤの未装着等により立ち往生した事業用自動車に対し、悪

質な事例については、監査をしたうえで、安全管理義務違反として、当該事業者の行政処分を行うことと

しております。運送事業者の皆様も、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底するととも

に、タイヤの摩耗劣化にも十分に注意して下さい。 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2202/09b/20220209.html


大雪が予想される地域では、公共交通機関においても、大規模かつ長時間にわたる遅延や運休が発生す

るおそれがあります。 

最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただ

くようお願い致します。 

 

更新情報につきましては「雪なび」を御参照いただけましたら幸いです。 

※おしえて！雪ナビ 

https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/yukinavi/ 

 

引き続き、最新の気象予報及び道路交通状況について御確認いただき、トラック輸送の安全確保に御理

解・御協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/yukinavi/

